
受講までの流れ  

時 間 9時２0分～15 時50 分 

ハローワーク 今すぐお申込み 求職申し込みを行います。 

申し出 ハローワーク 基金訓練の受講を申し出
ます。 

確認と手続き ハローワーク 
ｷｬﾘｱ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを受けて、 
受講申込書を受け取ります。 

面接と適性検査 N P O人材育成 面接と適性検査を受けます。 

受講申し込み N P O人材育成 
受講申込書を郵送し、 
訓練を申し込みます。 

選考結果 ご自宅 
NPO 人材育成ｾﾝﾀｰから、 
選考結果通知書が届きます。 

受講勧奨 ハローワーク 
選考結果通知書を持参して、 
受講勧奨通知書の交付を受け 
ます。 

訓練開始 N P O人材育成 
受講勧奨通知書を持参して 
訓練を開始。 

基金訓練の詳細  

費用等 
受講料は無料です。（テキスト等個
人の所有になるものは実費18,113
円が必要です） 

定 員 
２0名（最低実施人数に満たない場合は
訓練の実施を中止する場合があります） 

訓練場所及び選考場所・問合せ先
法人 人材育成センター安島教室
〒 四日市市安島一丁目

「近鉄四日市駅西口」より徒歩２分
四日市情報外語専門学校内

：

受講生 
募集中 訓練・生活支援給付金対象の職業訓練です。

雇用保険（失業保険）給付を受けられない方。就職活動中に雇用保険給付が
切れてしまった方などが対象となる職業訓練です。ただし、一定の条件があり
ますので詳しくはハローワークでご確認ください。

（特定非営利活動法人）などの社会的事業への参画または
自ら設立・運営を目指す方対象。
パソコン事務ができるＩＴスキルやコミュニケーション能力、そし
て、ＮＰＯ等での現場や業務の流れを学習し、当法人にて現役ス
タッフの実際の活動を見学したり、新事業への企画協議に参加
する事を通して、将来、 法人等の設立・運営をする技能を習
得し、自らの企画力や創造力を高めることを目標とします。

社会的事業者等訓練コース

募集期間 
平成２２年１１月８日（月）～ 
平成２２年１２月１３日（月） 

受講を希望される方は、写真
（3cm × 4cm ）を1 枚持って、

住所を管轄するハローワークへ行き、「受
講申込書」の交付を受け、12月13日までに当校
までご持参ください。 

申込方法 

訓練期間  

NPO法人 人材育成センター 
四日市情報外語専門学校内 

選考日/平成22 年１２月１４日（火）10 時～  選考方法/面接・筆記試験 

選考の結果、合格された方は現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練・生活支援給付の受
給を希望される方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。 

選考日・選考方法 

公共職業安定所に求職申込
を行っており、職業相談の

上、公共職業安定所長の受講勧奨が受け
られる       

平成２３年１月６日（木）～ 
平成２３年７月５日（火） 

受講対象者 

NPO法人 人材育成センター 
四日市情報外語専門学校内 
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資格取得試験対策

NPO等での職業訓練の現場や授業を見学し、業務の流れ、手法、受講生のケアを

体験し、または、申請書類の作成方法を学習する。

、職場体験等60.0時間）

社会的事業起業者養成講座

訓練時間総合計 612.0時間

パソコン実務

　　　　　　９　時　２０　分　　　~　　　１５　時　　５０　分　 ２０名

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Office　Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ　（　Ｗｏｒｄ２００７、Ｅｘｃｅｌ２００７）（任意）

ビジネス文書検定３級、ビジネス能力検定3級（任意）

学

 

 

 

科

入校式、修了式 入校式、修了式

表現能力養成 ビジネスマナー、敬語等の使い方、コミュニケーション能力
文書作成の基本、社内文書（議事録、報告書等）、社外文書（招待状他）の作成

安全衛生

訓練目標

（仕上がり像）

平成２３年　１月　６日~平成２３年　７月　５日　　（　６　か月）（訓練日数１０３日）

訓練科名     社会的事業者育成　科

事務職

習得したITスキルを使う職業全般
社会的事業事務職全般

募集期間（予定）

選考日（予定） 平成　２２年１２月１４日

選考結果通知日

訓練期間

平成　２２年１２月１７日

訓練カリキュラム
訓練実施機関名 NPO法人　人材育成センター

想定する就職先の職務・仕事

（基礎演習コースにあっては、修了後に

想定する実践演習コースの訓練分野）

平成　２２年１１月　１日~平成２２年１２月１３日

訓練コース名

選考方法

訓練時間

■　面接　　　　　　　　■　筆記試験　　　　　　　　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職場体験

(学科197.0時間 、実技355.0時間

訓練対象者

の条件

キャリア形式の方向を探索して、就職に真面目に取り組む人で、NPOなどの社会的事業等へ就職または自ら

設立・運営を目指す方

社会的事業等実践演習

訓

 

練

 

の

 

内

 

容

修了後に取得

できる資格

社会的事業等分野での就業又は起業若しくは経営参画するための一般常識とヒューマンスキル、特にコミュニケーション能力を有

し、パソコンを使った作業等ができるようにＩＴスキルの基本を習得。

宣伝広告、企画発表演習 PowerPointの基本操作の習得し、新たな社会的事業等を起業し、事業計画、資金計画、

宣伝企画等のプレゼン資料作成の上、発表する手法を習得。

就職支援 自己分析、履歴書・職務経歴書の書き方、面接対策等
就労のための様々な指導とカウンセリングを実施

MCAS（ Word2007、Ｅｘｃｅｌ2007等）のパソコン技術の資格取得を目指す。

特定非営利活動について

科目 科目の内容

非営利活動の役割、組織の概要、社会的意義等基礎的な知識と理解を深める。

実

 

 

 

技

タッチタイピング、パソコン基本操作とOSの操作方法から、

Word、Ｅｘｃｅｌの基本操作を習得。ビジネス文書の作成、データ整理・分析法等を習得。

安全衛生の必要性、労働環境等の学習

設立までの流れと、特定非営利活動促進法等関連法規

と定款作成、登記、運営までの知識と理解を深める。

インターネット実践演習 インターネットを使用して、メールの送受信、HPの検索、閲覧方法を習得し、

新たな事業を宣伝広告するなどビジネスに活かす方法を習得。

社会的事業コース （ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ型訓練）（社会的事業等分野）

職場見学

職場体験 職業人講話

その他

 
■訓練・生活支援給付金 

職業訓練を受講している間、毎月以下の額の訓練・生活支援給付金が支給されます。 

被扶養者のいる方  １２万円 

上記以外の方    １０万円  

遅刻・欠席・早退等で訓練への出席率が８割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

※一定の要件を満たされた方に支給されます。   

訓練・生活支援給付金の支給対象となる方               

（以下のすべてに該当する方が対象になります） 

ハローワーク所長のあっせんを受けて基金訓練または公共職業訓練を受講する方（※）  

●雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方 

●世帯の主たる生計者である方（申請時点の前年の状況によります） 

●申請時点で年収が２００万円以下、かつ世帯全体の年収が３００万円以下の方 

●世帯全体で保有する金融資産が８００万円以下である方 

●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方           

（※）公共職業訓練を受講している方も要件に該当すれば訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。 


